
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
提
出

質

問

第

一

五

号

Ｊ
Ｒ
総
連
及
び
Ｊ
Ｒ
東
労
組
へ
の
革
マ
ル
派
の
浸
透
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

佐

藤

勉
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Ｊ
Ｒ
総
連
及
び
Ｊ
Ｒ
東
労
組
へ
の
革
マ
ル
派
の
浸
透
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
は
本
年
四
月
二
十
七
日
に
「
革
マ
ル
派
に
よ
る
Ｊ
Ｒ
総
連
及
び
Ｊ
Ｒ
東
労
組
へ
の
浸
透
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
質
問

第
四
三
〇
号
）
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鳩
山
内
閣
は
五
月
十
一
日
、
革
マ
ル
派
の
社
会
的
な
危
険
性
を
指
摘
し
、

「
Ｊ
Ｒ
総
連
（
全
日
本
鉄
道
労
働
組
合
総
連
合
会
）
及
び
Ｊ
Ｒ
東
労
組
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
労
働
組
合
）
内
に
は
、
影
響
力
を

行
使
し
得
る
立
場
に
革
マ
ル
派
活
動
家
が
相
当
浸
透
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
」
な
ど
と
す
る
答
弁
書
（
以
下
「
前
回
答
弁

書
」
と
い
う
）
を
閣
議
決
定
し
た
。
ま
た
、
第
百
七
十
五
回
臨
時
国
会
の
八
月
三
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
答
弁

で
、
中
井
洽
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
は
「
私
ど
も
は
、
Ｊ
Ｒ
総
連
、
Ｊ
Ｒ
東
労
組
と
革
マ
ル
派
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
革
マ

ル
派
が
相
当
浸
透
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
は
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
改
め
て
明
言
し
た
。

政
府
が
現
在
も
「
共
産
主
義
革
命
を
起
こ
す
こ
と
を
究
極
の
目
的
と
し
て
い
る
極
左
暴
力
集
団
」
と
認
定
す
る
革
マ
ル
派

が
、
Ｊ
Ｒ
総
連
及
び
Ｊ
Ｒ
東
労
組
内
に
相
当
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
わ
が
国
の
治
安
維
持
の
観
点
か
ら
、
決
し
て
看

過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｊ
Ｒ
総
連
及
び
Ｊ
Ｒ
東
労
組
の
幹
部
役
員
で
あ
っ
た
田
城
郁
氏

が
、
第
二
十
二
回
参
議
院
選
挙
で
民
主
党
の
比
例
代
表
と
し
て
当
選
し
、
参
議
院
議
員
と
な
っ
た
が
、
政
府
の
認
識
に
立
て

ば
、
革
マ
ル
派
が
国
政
へ
の
浸
透
を
企
図
し
て
い
る
と
の
懸
念
も
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
政
府
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
の
真

一



相
を
徹
底
し
て
解
明
し
、
対
策
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
認
識
に
立
ち
、
以
下
質
問
す
る
。

一

複
数
の
刊
行
物
に
よ
れ
ば
、
田
城
参
議
院
議
員
は
、
革
マ
ル
派
創
設
者
の
一
人
で
Ｊ
Ｒ
東
労
組
の
委
員
長
や
会
長
を
歴
任

し
た
松
崎
明
氏
の
運
転
手
や
側
近
を
務
め
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
の
認
識
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
田
城
参
議
院
議

員
に
つ
い
て
、
革
マ
ル
派
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
る
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

二

前
回
主
意
書
の
五
項
で
指
摘
し
た
業
務
上
横
領
被
疑
事
件
（
以
下
「
横
領
事
件
」
と
い
う
）
に
Ｊ
Ｒ
総
連
、
Ｊ
Ｒ
東
労
組

及
び
日
本
鉄
道
福
祉
事
業
協
会
等
に
浸
透
す
る
革
マ
ル
派
グ
ル
ー
プ
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
、
見
解
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

三

警
視
庁
に
よ
る
横
領
事
件
の
捜
査
に
お
い
て
、
田
城
参
議
院
議
員
が
前
回
答
弁
書
「
五
に
つ
い
て
」
に
あ
る
平
成
十
九
年

二
月
に
警
視
庁
が
実
施
し
た
家
宅
捜
索
を
受
け
、
証
拠
物
の
差
し
押
さ
え
を
受
け
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
の
か
。

四

田
城
参
議
院
議
員
は
松
崎
明
氏
ら
と
と
も
に
、
三
項
で
指
摘
し
た
、
警
視
庁
が
行
っ
た
捜
索
及
び
差
し
押
え
に
つ
い
て
、

東
京
都
及
び
国
を
被
告
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
（
以
下
「
国
賠
訴
訟
」
と
い
う
）
を
提
起
し
、
そ
の
原
告
に
な
っ
て
い

二



る
と
い
る
事
実
は
あ
る
か
。
ま
た
、
国
賠
訴
訟
の
一
審
判
決
の
内
容
と
現
在
の
進
行
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

国
賠
訴
訟
の
一
審
判
決
で
は
、
横
領
事
件
に
関
連
し
て
、
Ｊ
Ｒ
総
連
の
関
連
団
体
で
あ
る
日
本
鉄
道
福
祉
事
業
協
会
の
公

金
の
一
部
（
三
百
五
十
八
万
円
）
が
、
田
城
参
議
院
議
員
の
個
人
名
義
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
、
私
的
な
使
途
（
マ
ン

シ
ョ
ン
購
入
の
手
付
金
の
補
助
）
に
費
消
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
事
実
は

あ
る
の
か
。

六

Ｊ
Ｒ
総
連
、
Ｊ
Ｒ
東
労
組
へ
の
革
マ
ル
派
の
浸
透
の
実
態
や
田
城
参
議
院
議
員
と
の
関
わ
り
な
ど
の
問
題
に
対
し
て
、
政

府
は
、
国
の
治
安
上
の
課
題
と
し
て
、
真
相
の
解
明
に
取
り
組
む
考
え
は
あ
る
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


